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令和７年１２月２２日会議提出議案一覧 

議案第５７号 令和７年度鳥羽市一般会計補正予算（第８号） 

議案第５８号 令和７年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５９号 令和７年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第６０号 令和７年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第６１号 令和７年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第６２号 令和７年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第４号） 

議案第６３号 令和７年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第６４号 鳥羽市分課組織条例の一部改正について 

議案第６５号 鳥羽市職員給与条例の一部改正について 

議案第６６号 鳥羽市職員の通勤手当支給に関する条例の一部改正について 
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令和７年１２月２２日会議提出議案概要 

議案第５７号 令和７年度鳥羽市一般会計補正予算（第８号） 

議案第５８号 令和７年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５９号 令和７年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第６０号 令和７年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第６１号 令和７年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第６２号 令和７年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第４号） 

議案第６３号 令和７年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第２号） 

       （別紙の補正予算の概要を参照） 

 

議案第６４号 鳥羽市分課組織条例の一部改正について 

       （総務課） 

        効率的な業務執行を図り、施策を着実に推進する体制を整備するため、組

織を見直したく、所要の改正を行う。 

       ＜内容＞ 

        課名及び分掌する事務を変更する。 

改正前 改正後 

企画財政課 地域創生課 

財政課 

政策秘書課 

        そのほか、下記の条例においても、合わせて整理を行う。 

        ・鳥羽市総合計画審議会条例 

        ・鳥羽市行政改革推進委員会条例 

        ・鳥羽市産業振興審議会条例 

        ・鳥羽市国土利用計画審議会条例 

 

        ◆施行期日  令和８年４月１日 

 

議案第６５号 鳥羽市職員給与条例の一部改正について 

       （総務課） 

         人事院勧告に基づき、本市職員の給料、初任給調整手当、宿日直手当、

期末手当及び勤勉手当を引き上げるため、所要の改正を行う。 

       ＜内容＞ 

        ○初任給調整手当の月額を改定（支給対象者：診療所医師） 

   改正前 416,600円  →  改正後 417,600円 
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        ○宿日直手当の額を改定 

   改正前 1回4,400円  →  改正後 1回4,700円 

 

○初任給をはじめ若年層に重点を置きつつ、その他の職員も対象とした行

政職給料表及び医療職給料表を引上げ改定（平均改定率：3.00％） 

   ※参考 初任給の引上げ額 

        高校卒 12,300 円（188,000 円 → 200,300 円） 

        短大卒 12,100 円（204,400 円 → 216,500 円） 

        大学卒 12,000 円（220,000 円 → 232,000 円） 

 

○期末手当及び勤勉手当の支給率を引上げ改定 

   改正前 年間4.60月分  →  改正後 年間4.65月分 

【第１条】 

令和７年度12月期の期末手当支給率について、0.025月分、勤勉手当支

給率について、0.025月分を引き上げる。 

【第２条】 

令和８年４月以降の期末手当及び勤勉手当の支給率を平準化する。 

 

～期末手当及び勤勉手当の改定状況～ 

●定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

 

改   正   前 

改   正   後 

令和７年度（第1条） 令和８年度以降（第2条） 

期末手当 勤勉手当 合計 期末手当 勤勉手当 合計 期末手当 勤勉手当 合計 

6月支給分 １．２５０ １．０５０ ２．３０ １．２５０ １．０５０ ２．３０ １．２６２５ １．０６２５ ２．３２５ 

 特定幹部職員 １．０５０ １．２５０ ２．３０ １．０５０ １．２５０ ２．３０ １．０６２５ １．２６２５ ２．３２５ 

１２月支給分 １．２５０ １．０５０ ２．３０ １．２７５ １．０７５ ２．３５ １．２６２５ １．０６２５ ２．３２５ 

 特定幹部職員 １．０５０ １．２５０ ２．３０ １．０７５ １．２７５ ２．３５ １．０６２５ １．２６２５ ２．３２５ 

参考（計） ２．５０ ２．１０ ４．６０ ２．５２５ ２．１２５ ４．６５ ２．５２５ ２．１２５ ４．６５ 

 特定幹部職員 ２．１０ ２．５０ ４．６０ ２．１２５ ２．５２５ ４．６５ ２．１２５ ２．５２５ ４．６５ 
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◆施行期日  公布の日 

第1条については、公布の日から施行 

給料表、初任給調整手当及び宿日直手当 … 令和７年４月１日か

ら適用 

期末手当及び勤勉手当   … 令和７年12月１日から適用 

          第２条については、令和８年４月１日から施行 

 

議案第６６号 鳥羽市職員の通勤手当支給に関する条例の一部改正について 

       （総務課） 

         人事院勧告に基づき、本市職員の通勤手当を見直したく、所要の改正を

行う。 

       ＜主な内容＞ 

        ○使用距離に応じて引上げ改定 

   ※これまでの使用距離（片道）区分に応じた改定 

     10 ㎞以上15 ㎞未満   7,100 円 →  7,300 円 

     15 ㎞以上20 ㎞未満 10,000 円 → 10,400 円 

     20 ㎞以上25 ㎞未満 12,900 円 → 13,500 円 

     25 ㎞以上30 ㎞未満 15,800 円 → 16,600 円 

     30 ㎞以上35 ㎞未満 18,700 円 → 19,700 円 

     35 ㎞以上40 ㎞未満 21,600 円 → 22,800 円 

     40 ㎞以上45 ㎞未満 24,400 円 → 25,900 円 

     45 ㎞以上50 ㎞未満 26,200 円 → 29,100 円 

     50 ㎞以上55 ㎞未満 28,000 円 → 32,300 円 

     55 ㎞以上60 ㎞未満 29,800 円 → 35,500 円 

●定年前再任用短時間勤務職員 

 

改   正   前 

改   正   後 

令和７年度（第1条） 令和８年度以降（第2条） 

期末手当 勤勉手当 合計 期末手当 勤勉手当 合計 期末手当 勤勉手当 合計 

6月支給分 ０．７０ ０．５０ １．２０ ０．７０ ０．５０ １．２０ ０．７１２５ ０．５１２５ １．２２５ 

 特定幹部職員 ０．６０ ０．６０ １．２０ ０．６０ ０．６０ １．２０ ０．６１２５ ０．６１２５ １．２２５ 

１２月支給分 ０．７０ ０．５０ １．２０ ０．７２５ ０．５２５ １．２５ ０．７１２５ ０．５１２５ １．２２５ 

 特定幹部職員 ０．６０ ０．６０ １．２０ ０．６２５ ０．６２５ １．２５ ０．６１２５ ０．６１２５ １．２２５ 

参考（計） １．４０ １．００ ２．４０ １．４２５ １．０２５ ２．４５ １．４２５ １．０２５ ２．４５ 

 特定幹部職員 １．２０ １．２０ ２．４０ １．２２５ １．２２５ ２．４５ １．２２５ １．２２５ ２．４５ 
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   ※100 ㎞以上を上限とした使用距離（片道）区分を新設 

     60 ㎞以上65 ㎞未満  38,700 円 

     65 ㎞以上70 ㎞未満  42,200 円 

     70 ㎞以上75 ㎞未満  45,700 円 

     75 ㎞以上80 ㎞未満  49,200 円 

     80 ㎞以上85 ㎞未満  52,700 円 

     85 ㎞以上90 ㎞未満  56,200 円 

     90 ㎞以上95 ㎞未満  59,600 円 

     95 ㎞以上100 ㎞未満 63,000 円 

     100 ㎞以上      66,400 円 

 

        ○駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 

１か月当たり5,000円を上限 

        そのほか、下記の条例においても、合わせて整理を行う。 

        ・鳥羽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

        ・語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

◆施行期日  公布の日 

これまでの使用距離区分に応じた改定 … 令和７年４月１日から適用 

100 ㎞以上を上限とした使用距離区分の新設、駐車場等の利用に対す

る手当の新設 … 令和８年４月１日から施行 

 


